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岡崎市では本市が実施する「無料耐震診断」等を受け、判定値１．０未満と診断された住宅を対象に 

耐震改修費および省エネ改修費の一部を予算の範囲内で補助します。（昭和 56年５月 31 日以前着工の

住宅に限る）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上限１７０万円 または１３０万円  

（耐震改修工事費補助＋改修設計費補助＋省エネ改修工事費補助） 
 

◆ 耐震改修工事費補助 

（耐震改修工事費×８０％×９０/１００以内かつ上限９０万円 ） 

                              

◆ 改修設計費補助  

 （設計費の２／３以内かつ耐震改修工事費×８０％×１０/１００、上限１０万円） 
建築士事務所登録のある建築士による改修設計にかかる費用が対象。 

 

◆ 省エネ改修工事費補助 

ZEH 水準を満たす場合 省エネ改修工事費×８０％以内かつ上限７０万円 

省エネ基準を満たす場合 省エネ改修工事費×４０％以内かつ上限３０万円 

 

◆補助の対象となるのは、次のいずれかに該当する住宅 

① 本市が実施する 無料耐震診断 で判定値が１．０未満と診断された住宅 

② （財）愛知県建築住宅センターが実施する住宅耐震診断（昭和５６年５月 

３１日以前着工の住宅に限る。）で判定値が１．０未満と診断された住宅 

◆ 補助の条件は、次のいずれにも該当すること                      
①判定値を１．０以上となるような耐震改修工事をすること。 

（ただし、判定値を最低でも０．３点以上上げる場合に限る） 

②省エネ基準または ZEH 水準に相当するような省エネ改修工事をすること。 

※住宅の敷地が道路に接していない場合は、本補助金を受けられない場合があります。 

対 象 の 条 件 

補 助 金 の 額 

木造住宅耐震省エネ改修費補助金のご案内 

 
令和８年４月１日（水）～令和８年 12 月 28 日（月） 
※改修工事の完了後の完了報告書提出を令和９年２月５日（金）までに行う必要があります。 

受 付 期 間 

◎ 工事請負契約前（工事着手前）に補助金申請をし、補助金交付決定を受ける必要があります。 

必ず事前にご相談ください。 

◎ 事前相談の際、事前相談書の提出は不要です（令和８年度から事前相談書の提出を廃止しました)。 

◎ 事前に工事に着手している場合は補助金を交付することができません。 

◎ 補助金の代理受領（補助金を工事業者に代わりに受領してもらうことで補助金相当額の工事費の 

支払いを軽減すること）ができます。 

◎ 工事は建築確認手続きの対象となる可能性がありますので、補助金申請の際には手続きの必要性

の確認をお願いします。 

留 意 事 項 
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～このご案内に関するお問い合わせは～  岡崎市 住環境政策課 住宅施策係（西庁舎１階）  
ＴＥＬ：０５６４－２３－６７０９   ＦＡＸ：０５６４－２３－７５２８ 

 


